
（農林水産省30－⑧）

基準年度 目標年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

‐ 121% 122% 123% 124%

‐ 123% 122%

‐ 23% 25% 27% 29%

‐ 22% 22%

Ｓ↑－直21% 平成32年度平成27年度

食料・農業・農村基本計画（平成27年3月31日）
　第３　２　（５）構造改革の加速化や国土強靱化に資する農業生産基盤整備
新成長戦略（平成22年6月18日）
　第３章　７つの戦略分野の基本方針と目標とする成果 （４）観光立国・地域活性化戦略
我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画（平成23年10月25日）
　　Ⅲ　戦略６　（１）地震・津波などを想定した農林漁業・関連産業等の見直し
土地改良長期計画（注１）（平成28年8月24日閣議決定）
　第３　３　（１）  政策目標１　ア　①農業生産の拡大・多様化による収益の増大
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②６次産業化等による雇用と所得の創出
　　　　　　　　 　政策目標２　ア　①農地の大区画化等や省力化技術の導入による生産コストの削減
　　　　　　  　　　　　　　　　　 　　 ②担い手への農地の集積・集約化の加速化
　　　　　　（３）　政策目標５　ア　①農業水利施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②農業水利施設の機能強化による災害リスクの軽減
　　　　　　　　　 政策目標６　ア　①農村協働力を活かした防災・減災力の強化
国土強靱化基本計画（注２）（平成26年6月3日）　第３章　２　（９）農林水産
社会資本整備重点計画（注３）（平成27年9月18日）
農業・農村の復興マスタープラン（注４）（平成29年6月13日）

政策の概要
【施策の概要】

　良好な営農条件を備えた農地・農業用水の確保と有効利用を通じて、国内農業の生産性の向上と食料自給率・食料自
給力の維持向上を図る。
　このため、事業の効率的な実施を旨とし、地域の特性に応じた農業生産基盤の整備を推進する。

基盤整備完了区域（水田）における
作付面積（主食用米を除く）に占め
る高収益作物の割合

30%

平成30年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

政策分野名
【施策名】

構造改革の加速化や国土強靱化に資する農業生産基盤整備の推進 担当部局名
農村振興局
【農村振興局水資源課/農地資源課/防災課】

裏作が可能な地域における基盤整
備完了区域の耕地利用率

農業の持続的な発展（産業、人、生産基盤）

測定指標

平成31年8月

イ

政策評価体系上の
位置付け

ア 平成32年度 Ｓ↑－直

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠
指標－

計算分類

政策評価
実施予定時期

良好な営農条件を備えた農地の確保

目標①
【達成すべき目標】

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

125%

年度ごとの実績値

平成27年度

目標値

年度ごとの目標値

基準値

119%

政策に関係する内閣の重要政策

水田の汎用化等の基盤整備を通じた耕地利用率や高収益作物の作付割合の向上

　土地改良長期計画においては、食料自給率の向上や食料自給力の維持向上にも資するよう、気候上裏作が可能な関
東以西地域を中心に耕地利用率を125%以上に向上することとしていることから、これを測定指標の目標値として設定した。
　また、同計画においては、水田農業において、米中心の営農体系から野菜等の高収益作物を中心とした営農体系への
転換など、農業者の自立的な経営判断に基づく生産を促すため、水田における高収益作物等の導入と品質向上・収量増
を可能とする排水改良等を推進し、基盤整備完了区域（水田）における作付面積（主食用米を除く）に占める高収益作物
の割合を約３割以上に向上することとしていることから、これを測定指標の目標値として設定した。
　なお、各年度においては、目標を達成するため、毎年度一定割合でこれらの値を向上させることとした。

食料・農業・農村基本計画における食料自給率目標の達成や食料自給力の維持向上に資するよう、気候上裏作が可能な関東以西地域を中心に耕地利用率の向上を図る。
また、水田農業において、米中心の営農体系から野菜等の高収益作物を中心とした営農体系への転換など、農業者の自立的な経営判断に基づく生産を促すため、水田における高収益作物等の導入と品質向上・収量増を可能とする排水改良等
を推進する。

施策（１）
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基準年度 目標年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

‐ 46% 47% 48% 49%

‐ 47% 48%

基準年度 目標年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

15,920ha 16,770ha 17,610ha 18,350ha

15,920ha 16,770ha 17,630ha

震災の被災地域における営農再開
が可能となる農地面積

18,350ha‐

　東日本大震災の被災地域においては、基幹産業である農業の復旧・復興を目指し、市町村の復興計画等に基づき、農
地や農業用排水施設等の復旧に取り組んでおり、測定指標として、震災の被災地域における営農再開が可能となる農地
面積を選定した。
　目標値には、農業・農村の復興マスタープラン（平成29年6月13日）に基づき、青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉の６
県において営農再開が可能となると見込まれる農地面積として、平成30年度約1.8万ヘクタールを設定した。

指標－
計算分類

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

基準値 目標値

指標－
計算分類

年度ごとの実績値

農業水利施設の戦略的な保全管理

46%

Ｓ↑－直

施策（２）

年度ごとの実績値

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

  農業水利施設の老朽化が進行する中、農業生産に欠くことのできない基礎的な資源である農業水利施設について将来にわたって施設機能の安定的な発揮を図る必要がある。このため、点検、機能診断及び監視を通じた適切なリスク管理の下
での計画的かつ効率的な補修、更新等により、施設の徹底した長寿命化とライフサイクルコスト(注５)の低減を図る戦略的な保全管理を推進する。

年度ごとの目標値

測定指標

平成32年度平成27年度

目標①
【達成すべき目標】

基幹的農業水利施設の施設機能の安定化

ア

　「食料・農業・農村基本計画」では、農業生産に欠くことのできない基礎的な資源である農業水利施設について、「将来に
わたって施設機能の安定的な発揮を図るため、点検、機能診断及び監視を通じた適切なリスク管理の下での計画的かつ
効率的な補修、更新等により、施設の徹底した長寿命化とライフサイクルコストの低減を図る戦略的な保全管理を推進す
る」とされている。
　このため、土地改良長期計画では、戦略的な保全管理の推進に向け、現状の実績を踏まえて、施設機能が安定してい
る基幹的農業水利施設の割合を平成32年度までに約５割とすることとしており、同目標を測定指標として設定した。
　なお、各年度においては、目標を達成するために、毎年度一定割合で施設機能が安定している基幹的農業水利施設の
割合を向上させることとする。

Ｓ↑－直

目標①
【達成すべき目標】

農村地域の強靱化に向けた防災・減災対策施策（３）

測定指標

50%

年度ごとの目標値

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

　都市化や農業者と農業者以外の住民の混住化が進行する農村地域において、集中豪雨の増加や大規模地震の発生等、災害リスクの高まりに対応し、安定的な農業経営や安全・安心な暮らしを実現するため、「国土強靱化基本計画」（平成26
年６月閣議決定）等を踏まえ、農業水利施設等の耐震化、洪水被害防止等の対策と、ため池管理体制の構築等による地域防災力の強化のハード・ソフト対策を適切に組み合わせて推進する。
　その際、地域の実情やリスク評価に応じた施策の重点化や優先順位付けを行いつつ、既存施設の有効活用や地域コミュニティ機能の発揮等により効率的に対策を推進する。

基準値

施設機能が安定している基幹的農
業水利施設の割合

被災地域の災害に強い新たな食料供給基地としての再生・復興

ア 平成30年度

目標値

‐

 8－2



基準年度 目標年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

‐ 約6.8万ha 約13.6万ha 約20.4万ha 約27.2万ha

‐ 6.5万ha 10.4万ha

‐ 7% 18% 71% 88%

‐ 9% 26%

‐ 49% 52% 54% 55%

‐ 49% 61%

‐ 64% 65% 66% 67%

‐ 61% 62%

指標－
計算分類

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

　土地改良長期計画では、豪雨や地震によるため池の決壊や湛水被害等を防止し、農地やその周辺地域の保全を図り、
災害に強い農村社会の形成に寄与するため、下流域に住宅等がある防災重点ため池の整備、排水機場や排水路の整備
等を計画的かつ効率的に推進することとし、５年間に農地及び周辺地域約34万ha（うち農地約28万ha）の湛水被害等の防
止を図ることとしており、これを測定指標の目標値として設定した。
　なお、目標の達成に向けて、緊急的に防災対策が必要な優先度の高い地域から着実に事業を推進し、毎年度、農地及
び周辺地域約6.8万ha（うち農地約5.6万ha）において湛水被害等の防止を図ることとした。

Ｓ↑－直

　社会資本整備重点計画（平成27年9月18日閣議決定。以下「重点計画」という。）では、平成27年度から32年度の計画期
間において、厳しい財政制約の下、社会資本のストック効果が最大限に発揮されるよう、集約･再編を含めた戦略的メンテ
ナンス、既存施設の有効活用（賢く使う取組）に重点的に取り組むとともに、社会資本整備の目的･役割に応じて、「安全安
心インフラ」、「生活インフラ」、「成長インフラ」について、選択と集中の徹底を図ることとし、４つの重点目標と13の政策パッ
ケージを設定したところ。
　重点計画の重点目標に係る指標のうち、農地海岸分野では、
イ）　戦略的な維持管理･更新等を推進するため「海岸の長寿命化計画（個別施設計画）の策定率」を指標として、平成32
年度までに約100%
ウ）　南海トラフ巨大地震・首都直下型地震等の大規模地震が想定される地域等において、粘り強い構造の海岸堤防等の
整備を推進するため「海岸堤防の整備率（計画高までの整備と耐震化）」を指標として、平成32年度までに約57％
エ）　津波到達前に水門等を安全かつ迅速･確実に閉鎖するため「水門・樋門等の自動化・遠隔操作化率」を指標として、
平成32年度までに約68％
と設定した。
　なお、各年度においては、目標を達成するため、社会資本整備重点計画の指標を設定する際に行った海岸管理者に対
する聞き取り結果等を勘案し、毎年度計画的に達成していくこととした。

Ｓ↑－直
海岸堤防等の個別施設毎の長寿命
化計画（個別施設計画）の策定率

平成26年度

約37％

年度ごとの実績値
基準値 目標値

平成32年度 Ｓ↑－直

Ｓ↑－直

平成26年度

年度ごとの目標値

約34万ha

イ

平成32年度

平成32年度

約57％

約68％

約1％ 平成32年度約100％

エ

南海トラフ巨大地震・首都直下地震
等の大規模地震が想定されている
地域等における、水門・樋門等の自
動化・遠隔操作化率

約47％

南海トラフ巨大地震・首都直下地震
等の大規模地震が想定されている
地域等における海岸堤防等の整備
率（計画高までの整備と耐震化）

平成26年度

ウ

目標②
【達成すべき目標】

湛水被害、津波・高潮被害等の災害が発生するおそれのある農地の減少

測定指標

湛水被害等が防止される農地及び
周辺地域の面積

0haア 平成27年度
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27年度
[百万円]

28年度
[百万円]

29年度
[百万円]

(1)
土地改良法
（昭和24年）

‐ ‐ ‐

(1)-①-ア
(1)-①-イ
(2)-①-ア
(3)-①-ア
(3)-②-ア

‐

(2)

農山漁村の活性化のための定住等
及び地域間交流の促進に関する法
律
（平成19年）

‐ ‐ ‐

(1)-①-ア
(1)-①-イ
(2)-①-ア
(3)-②-ア

‐

(3)
農業の有する多面的機能の発揮の
促進に関する法律
（平成27年）

‐ ‐ ‐ (2)-①-ア ‐

(4)
地すべり等防止法
（昭和33年）

‐ ‐ ‐ (3)-②-ア ‐

(5)
活動火山対策特別措置法
（昭和48年）

‐ ‐ ‐ (3)-②-ア ‐

(6)
海岸法
（昭和31年）

‐ ‐ ‐
(3)-②-イ
(3)-②-ウ
(3)-②-エ

‐

(7)
農地の整備（直轄）
（昭和24年度）
（主、関連:30-7）

1,422
(1,396)

3,840
(3,324)

2,615
(2,566)

(1)-①-ア
(1)-①-イ

0117

　農業生産基盤の整備及び開発を図り、農業の生産性の向上、農業構造の改善に資する。
【（1）－①との関連】
　本法に基づき、農地の排水対策や大区画化等を行うことにより、水田の汎用化が図られることから、耕地利用率や高収益作物の作付率
の向上に寄与し、良好な営農条件を備えた農地の確保に寄与する。
【（2）－①との関連】
　本法に基づき　農業用用排水施設の整備に当たっては、これまでの全面的な改築・更新に代え、機能の監視・診断等によるリスク管理を
行いつつ、劣化の状況に応じた補修・更新等を計画的に行うことにより、施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減を図る戦略的な保
全管理に寄与する。
【（3）－①との関連】
　本法に基づき、基幹的かつ大規模な農業用用排水施設の整備等を実施することにより、湛水被害等の災害発生防止が図られ、災害に
強い農村社会の形成と快適な農村の暮らしの実現に寄与する。
【（3）－②との関連】
　本法に基づき、農業用用排水施設等の整備・改修を実施することにより、農地及び周辺地域の湛水被害等の防止に寄与する。

平成30年行政事業レビュー
事業番号

‐

　農山漁村における定住等及び農山漁村と都市との地域間交流を促進するため、生産基盤及び施設、生活環境施設、地域間交流のた
めの施設の整備を促進し、農山漁村の活性化に資する。
【（1）－①との関連】
　農山漁村の活性化に関する計画に基づく地域独自の新たな取組が進展することにより、水田汎用化等の農業生産基盤を通じた耕地利
用率や高収益作物の作付率の向上に寄与する。
【（2）－①との関連】
　農山漁村の活性化に関する計画に基づく地域独自の新たな取組が進展することにより、急速に劣化が進行する全ての基幹的農業水利
施設を対象に機能診断が図られることに寄与する。
【（3）－②との関連】
　農山漁村の活性化に関する計画に基づく地域独自の新たな取組が進展することにより、農地及び周辺地域の湛水被害等の防止に寄
与する。

関連する
指標

予算額計（執行額） 30年度
当初予算額

[百万円]

3,713

‐

‐

‐

‐

　多面的機能発揮促進事業について、その事業計画の認定の制度を設けるとともに、同事業を推進するための措置等を講じることによ
り、農業の有する多面的機能の発揮の促進に寄与する。
　加えて、施設の保全管理の充実、強化に寄与する。

政策手段の概要等

‐

政策手段
（開始年度）

　津波、高潮、波浪等による被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、国土の保全
に資する。
　本法に基づく海岸事業により、海岸堤防、護岸等の海岸保全施設を新設又は改良等、計画的に整備することで、海岸背後にある農地
及び周辺地域の減少に寄与する。

　地すべり及びぼた山の崩壊による被害を除却又は軽減し、国土の保全と民生の安定に資する。
　本法に基づき、地すべり防止対策を実施することにより、農地及び周辺地域の湛水被害等の防止に寄与する。

　広範な農地の大区画化や排水対策、農業水利施設の整備等の農業生産基盤の整備を実施。
　農地の排水対策や大区画化等を行うことにより、水田の汎用化が図られることから、耕地利用率や高収益作物の作付率の向上に寄与
する。

　火山の爆発による被害を防除し、農業の安定に資する。
　本法に基づき策定される防災営農施設整備計画に基づく事業を実施することにより、農地の降灰被害等の防止に寄与する。
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(8)
有明海再生関係事業
（平成21年度）
（主）

1,000
（991）

1,000
(983)

1,000
(976)

(1)-①-ア
(1)-①-イ 0121

(9)

諫早湾干拓潮受堤防排水門の開門
への対応に係る経費
（平成24年度）
（主）

5,667
（558）

6,123
(651)

5,421
(579)

(1)-①-ア
(1)-①-イ 0124

(10)

農山漁村振興交付金
（平成28年度）
（関連：30-
3,7,12,14,15,16,17,18,19,22）

‐

7,326
の内数
(7,011

の内数)

8,602
の内数
(7,886

の内数)

(1)-①-ア
(1)-①-イ
(2)-①-ア
(3)-②-ア

0204

(11)

農業用用排水施設の整備・保全（直
轄）
（昭和24年度）
（主、関連：30-12,15）

53,972
（52,519）

56,359
(53,898)

63,326
(61,445)

(1)-①-ア
(1)-①-イ
(2)-①-ア

0116

(12)
農業競争力強化基盤整備事業
（平成24年度）
（主、関連：30-7,15）

51,112
(50,985)

34,486
(34,131)

47,222
(46,803)

(1)-①-ア
(1)-①-イ
(2)-①-ア

0123

　本政策手段は、農地の受益面積がおおむね3,000ha以上（畑地の場合は1,000ha以上）の地域を対象として、特に基幹的農業用用排水
施設の新設、管理、廃止又は変更を実施し、農業用水の安定的確保及び農地排水の改良を図るもの。具体的には、用水対策として頭首
工、用水機場、用水路等を、排水対策として排水機場、排水樋門、排水路等を整備。
　また、国営事業により造成された大規模な施設のうち、高度の公共性を有し、その管理に特別の技術的配慮を必要とする施設等につい
て管理を実施。併せて、これら事業のより効果的･効率的な実施に向けた調査を実施。
【（1）－①との関連】
　水田の有効活用に向け、排水対策の効率的かつ効果的な整備を推進することにより、水田の汎用化等の基盤整備を通じた耕地利用率
や高収益作物の作付割合の向上に寄与する。
【（2）－①との関連】
　農業水利施設の安定的な用排水機能等を確保するための改修・整備に当たって、これまでの全面的な改築・更新に代え、機能の監視・
診断等によるリスク管理を行いつつ、劣化の状況に応じた補修・更新等を計画的に行うことにより、施設の長寿命化とライフサイクルコスト
の低減を図る戦略的な保全管理に寄与する。

48,734

0

　本事業で得られた成果は、「有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律」（平成14年法律第120号）に基づき、環境
省に設置された有明海・八代海等総合調査評価委員会の検討に供され、平成29年３月にとりまとめた委員会報告の今後の再生方策や課
題に反映。　例えば、次のようなものが新たに盛り込まれている。
　①　タイラギの浮遊幼生の量を増やすための広域的な母貝集団ネットワークの形成
　　（浮遊幼生の移動ルート及び稚貝の着底場所の把握、母貝生息適地の保全・再生、母貝生息適地への稚貝放流・移植等）
　②　アサリの浮遊幼生を増やすための母貝生息適地の保全再生、稚貝の量や生存率を高めるための採苗器の設置
　③　魚類等の広域的な連携を含めた種苗放流の推進
　　（例えば、ガサミは、４県が協調した取組を進めており、平成28年度には低コストな手法での量産レベルの種苗生産に成功）

　また、本事業等の取組を通じて、有明海の二枚貝類の資源・生産の状況に、次のような効果をもたらしている。
　①　アサリについては、平成27年に有明海全域で稚貝が大量発生し、移植・放流や食害防止などにより、福岡県では、推定資源量が
　　平成26年の220トンから平成29年は5,500トンに増大。また、カキ筏を活用した垂下養殖の導入が諫早湾で行われ、平成27年から販
　　売を開始。
　②　アゲマキについては、平成21年に人工稚貝の量産化技術を構築し、平成28年には、佐賀県の放流漁場において生息数が例年
　　の10倍に増加。
　③　カキについては、平成28年には、諫早湾及びその近傍海域で約120基の養殖筏が設置され、諫早湾では、高付加価値化のため
　　の養殖技術を導入し、平成24年には日本一決定戦で一位となり、平成27年からは、カキの周年出荷の試みもスタート。
　
　以上のように本事業の取組により、諫早湾干拓と周辺の環境との調和に配慮しつつ、良好な営農状況を備えた農地及び国営土地改良
施設等を保全し、良好な営農状況の継続に寄与するものである。

1,000

10,070
の内数

　地域の創意工夫による活動の計画づくりから農業者等を含む地域住民の就業の場の確保、農山漁村における所得の向上や雇用の増
大に結び付ける取組までを総合的に支援する。
【（1）－①との関連】
　本交付金において、農地の排水対策の向上を図ることにより、水田汎用化等の農業生産基盤整備を通じた耕地利用率や高収益作物の
作付率の向上に寄与する。
【（2）－①との関連】
　本交付金において、食料生産に不可欠な基本インフラの保全管理を図ることにより、老朽化が進行する基幹的農業水利施設に対する
機能診断を実施し、農業水利施設の戦略的な保全管理に寄与する。
【（3）－②との関連】
　本交付金において、農地の高度利用等のための生産基盤の総合的・一体的な整備を支援するものであり、緊急的な防災対策が必要な
優先度の高い地域から着実に整備を推進し、農地及び周辺地域の湛水被害等の防止に寄与する。

52,308

　農地の大区画化や排水対策、農業水利施設の整備等の一体的な推進や、畦畔除去等の簡易な農地整備、老朽化した農業水利施設
の補修・更新など、地域の実情に応じたきめ細やかな整備の推進を支援。
【（1）－①との関連】
　農地の大区画化や排水対策、農業水利施設の整備・保全を実施することにより、耕地利用率や高収益作物の作付率の向上に寄与す
る。
【（2）－①との関連】
　農業水利施設の安定的な用排水機能等を確保するための改修・整備に当たって、施設の機能診断を計画的に実施することにより、急
速に劣化が進行する全ての基幹的農業水利施設に対する機能診断が図られることに寄与する。

　国営諫早湾干拓事業により設置された潮受堤防排水門の開門を命じた平成22年12月の佐賀諫早湾訴訟福岡高裁の確定判決に基づ
き、排水門を開門する場合に必要。
　開門にあたっては、防災、営農、漁業等への影響に十分配慮し、対策を講じるとともに設置した施設等を管理するもの。
　また、開門の前後期間において、有明海等の環境変化を調査し、開門に伴う有明海等の環境変化を把握するもの。
　これらの実施により、諫早湾干拓と周辺の環境との調和に配慮するほか、国営土地改良施設等の保全並びに良好な営農状況を備えた
農地の確保に寄与する。
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(13)
農山漁村地域整備交付金
（平成22年度）
（関連：30-7,12,14,15,17,22）

102,624
の内数

（102,481
の内数）

87,427
の内数
(87,348
の内数）

77,878
の内数
(77,842
の内数)

(1)-①-ア
(1)-①-イ
(2)-①-ア
(3)-②-ア
(3)-②-イ
(3)-②-ウ
(3)-②-エ

0122

(14)

農業用用排水施設の整備・保全（特
会）
（昭和24年度）
（主）

14,129
（13,675）

12,270
(12,156)

9,223
(8,963)

(2)-①-ア 0127

(15)
農業用用排水施設の維持・保全
（昭和37年度）
（主）

8,342
（8,318）

8,469
(8,421)

8,711
(8,572)

(2)-①-ア 0119

(16)
多面的機能支払交付金
（平成26年度）
（関連：30-12,14）

48,251
（48,247）

48,251
(48,250)

48,251
(48,250)

(2)-①-ア 0202

(17)
農地の防災保全（直轄）
（昭和63年度）
（主）

13,554
（13,473）

14,171
(13,909)

16,357
(15,681)

(3)-②-ア 0120

(18)
農地の防災保全（特会）
（平成元年度）
（主）

3,809
（3,648）

5,195
(4,916)

6,049
(5,666)

(3)-②-ア 0128

(19)
農地の防災保全（補助）
（昭和24年度）
（主）

37,166
(37,138)

53,110
(52,455)

67,726
(67,428)

(3)-②-ア 0115

(20)

特殊自然災害対策施設緊急整備事
業
（平成24年度）
（主）

252
(221)

476
(434)

182
(168)

(3)-②-ア 0125

(21)
海岸事業（農地）
（昭和33年度）
（主）

3,295
（3,285）

2,974
(2,964)

2,992
(2,965)

(3)-②-イ
(3)-②-ウ
(3)-②-エ

0118

(22)

農業水路等長寿命化対策・防災減
災対策事業
(平成30年度)
(主)

‐ ‐ ‐
(2)-①-ア
(3)-②-ア 新30ｰ0010

258,200
<106,605>

300,718
<96,196>

246,810
<106,075>

290,257
<95,336>

　農業生産活動の基盤となる農業水利施設の機能の安定的な発揮に必要な機動的かつ効率的な長寿命化対策及び防災減災対策を、
早期に効果が発現する地区を対象にきめ細かく推進するとともに、効果を最大限に発揮するための取組を支援することで、農業の持続的
な発展に寄与する。

政策の執行額[百万円]

2,884

150

政策の予算額[百万円]
241,664

＜95,518＞

　国営土地改良事業で造成した農業用用排水施設についての維持補修・運用等の保全管理、土地改良区等が管理する農業用用排水
施設について定期的に行う整備補修等に対する支援を実施。
　ダム、頭首工、用排水機場、用排水路等の農業用用排水施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減を図る戦略的な保全管理に寄与
する。

　本政策手段は、農地の受益面積がおおむね3,000ha以上（畑地の場合は1,000ha以上）の地域を対象として、特に基幹的農業用用排水
施設の新設、廃止又は変更を実施し、農業用水の安定的確保及び農地排水の改良を図るもの。具体的には、用水対策として頭首工、用
水機場、用水路等を、排水対策として排水機場、排水樋門、排水路等を整備。
　農業用用排水施設の整備に当たっては、これまでの全面的な改築・更新に代え、機能の監視・診断等によるリスク管理を行いつつ、劣
化の状況に応じた補修・更新等を計画的に行うことにより、施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減を図る戦略的な保全管理に寄与
する。

　本政策手段は、主に①農用地の湛水被害等を防止するための農業用用排水施設等の整備・改修、②地すべり防止施設の整備、③決
壊すると多大な影響を与えるため池の改修等を実施するもの。
　①～③の整備等を実施することにより、農地及び周辺地域の湛水被害等の防止に寄与する。

　自治体が農山漁村地域のニーズにあった計画を自ら策定し、農山漁村地域の防災力の向上、農林水産業の基盤整備の推進を交付金
により支援。
【（1）－①との関連】
　本交付金の事業内容の一つである農地の排水対策により、水田汎用化等の農業生産基盤整備を通じた耕地利用率や高収益作物の作
付率の向上に寄与する。
【（2）－①との関連】
　本交付金の事業内容の一つである農業水利施設の整備により、機能の監視・診断等によるリスク管理を行いつつ、劣化の状況に応じた
補修・更新等を計画的に行い、施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減を図る戦略的な保全管理に寄与する。
【（3）－②との関連】
　本交付金の事業内容の一つである農業用用排水施設、海岸保全施設等の整備・改修を実施することにより、農地及び周辺地域の湛水
被害等の防止に寄与する。

7,760

　火山の爆発により被害を受けるおそれがある地域を対象として、農作物等への降灰による被害の防除・最小化のために必要な施設整備
等を実施。
　本事業を実施することにより、農地の降灰被害等の防止に寄与する。

　本政策手段は、①受益農地面積がおおむね3,000ha以上の地域において、農用地の湛水被害等を防止するための基幹的農業用用排
水施設の整備・改修、②大規模な対策や高度な技術力が必要な場合等における地すべり防止施設の整備等を国が実施するもの。③末
端支配面積が概ね100ha以上の土地改良施設（国営造成）の突発事故被害の復旧工事を実施するもの
　①、②又は③により、農地及び周辺地域の湛水被害等の防止に寄与する。

20,020

48,401

8,669

75,039
の内数

　農村・農業の多面的機能の維持・発揮を図るため、地域共同で行う多面的機能を支える活動や、地域資源（農地、水路、農道等）の質
的向上を図る活動を支援する。
　本交付金は、都道府県及び市町村を通じて、農業者や地域住民等で構成する活動組織等に交付するものであり、施設の保全管理の
充実、強化に寄与する。

54,364

17,114

4,457

 海岸法に基づき、津波、高潮、波浪等による被害から優良農地等を防護するため、海岸堤防・護岸等の海岸保全施設の新設や改良等
を行う事業。
　本事業の実施により、海岸堤防、護岸等の海岸保全施設を新設又は改良等、計画的に整備することで、海岸背後にある農地及び周辺
地域の湛水被害等の防止に寄与する。

　本政策手段は、受益農地面積がおおむね3,000ha以上の地域において、農用地の湛水被害等を防止するための基幹的農業用用排水
施設の整備・改修を実施するもの。これにより、農地及び周辺地域の湛水被害等の防止に寄与する。
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参考：移替え予算に係る政策手段一覧

27年度
[百万円]

28年度
[百万円]

29年度
[百万円]

(1)

【参考：内閣府より】
農業生産基盤整備事業に必要な経
費のうち農業用用排水施設の整備・
保全（直轄）
（昭和24 年度）
（主、関連：30-12,15）

5,297
（5,277）

7,105
(7,059)

5,168
（5,136）

(2)-①-ア 内－0071

(2)

【参考：国土交通省より】
奄美群島振興開発事業のうち農業
用用排水施設の整備・保全（直轄）
（昭和24年度）
（主、関連：30-12,15）

4,140
（4,129）

2,935
(2,836)

2,881
（2,873）

(2)-①-ア 国－0411

(3)

【参考：国土交通省より】
北海道開発事業のうち農業用用排
水施設の整備・保全（直轄）
（昭和24年度）
（主、関連：30-12,15）

21,747
（21,697）

37,324
(36,700)

34,798
（34,635）

(2)-①-ア 国－0414

(4)

【参考：内閣府より】
農業生産基盤整備事業に必要な経
費のうち農業競争力強化基盤整備
事業
（平成24年度）
（主、関連：30-7,15）

4,599
(4,585)

4,801
(4,799)

4,248
(4,248)

(1)-①-ア
(1)-①-イ
(2)-①-ア

内－0071

(5)

【参考：国土交通省より】
離島振興事業のうち農業競争力強
化基盤整備事業
（平成24年度）
（主、関連：30-7,15）

1,053
(1,052)

1,784
(1,247)

1,233
(1,233)

(1)-①-ア
(1)-①-イ
(2)-①-ア

国－0410

(6)

【参考：国土交通省より】
奄美群島振興開発事業のうち農業
競争力強化基盤整備事業
（平成24年度）
（主、関連：30-7,15）

3,520
(3,519)

3,182
(2,778)

2,507
(2,507)

(1)-①-ア
(1)-①-イ
(2)-①-ア

国－0411

(7)

【参考：国土交通省より】
北海道開発事業のうち農業競争力
強化基盤整備事業
（平成24年度）
（主、関連：30-7,15）

17,635
(17,618)

33,919
(33,883)

35,596
(35,535)

(1)-①-ア
(1)-①-イ
(2)-①-ア

国－0414

30年度
当初予算額

[百万円]

関連する
指標

政策手段の概要等
平成30年行政事業レビュー

事業番号
政策手段

（開始年度）

予算額計（執行額）

　農地の大区画化や排水対策、農業水利施設の整備等の一体的な推進や、畦畔除去等の簡易な農地整備、老朽化した農業水利施設
の補修・更新など、地域の実情に応じたきめ細やかな整備の推進を支援。
【（1）－①との関連】
　農地の大区画化や排水対策、農業水利施設の整備・保全を実施することにより、耕地利用率や高収益作物の作付率の向上に寄与す
る。
【（2）－①との関連】
　農業水利施設の安定的な用排水機能等を確保するための改修・整備に当たって、施設の機能診断を計画的に実施することにより、急
速に劣化が進行する全ての基幹的農業水利施設に対する機能診断が図られることに寄与する。

910

　本政策手段は、農地の受益面積がおおむね200ha以上（畑地の場合は50ha以上）の地域を対象として、特に基幹的農業用用排水施設
の新設、管理、廃止又は変更を実施し、農業用水の安定的確保及び農地排水の改良を図るもの。具体的には、用水対策として頭首工、
用水機場、用水路等を、排水対策として排水機場、排水樋門、排水路等を整備。また、事業のより効果的･効率的な実施に向けた調査を
実施。
　農業水利施設の安定的な用排水機能等を確保するための改修・整備に当たって、これまでの全面的な改築・更新に代え、機能の監視・
診断等によるリスク管理を行いつつ、劣化の状況に応じた補修・更新等を計画的に行うことにより、施設の長寿命化とライフサイクルコスト
の低減を図る戦略的な保全管理に寄与する。

5,835

2,684

　農地の大区画化や排水対策、農業水利施設の整備等の一体的な推進や、畦畔除去等の簡易な農地整備、老朽化した農業水利施設
の補修・更新など、地域の実情に応じたきめ細やかな整備の推進を支援。
【（1）－①との関連】
　農地の大区画化や排水対策、農業水利施設の整備・保全を実施することにより、耕地利用率や高収益作物の作付率の向上に寄与す
る。
【（2）－①との関連】
　農業水利施設の安定的な用排水機能等を確保するための改修・整備に当たって、施設の機能診断を計画的に実施することにより、急
速に劣化が進行する全ての基幹的農業水利施設に対する機能診断が図られることに寄与する。

1,902

　本政策手段は、農地の受益面積がおおむね200ha以上（畑地の場合は100ha以上）の地域を対象として、特に基幹的農業用用排水施
設の新設、管理、廃止又は変更を実施し、農業用水の安定的確保及び農地排水の改良を図るもの。具体的には、用水対策として頭首
工、用水機場、用水路等を、排水対策として排水機場、排水樋門、排水路等を整備。また、国営事業により造成された大規模な施設のう
ち、高度の公共性を有し、その管理に特別の技術的配慮を必要とする施設等について管理を実施。併せて、これら事業のより効果的･効
率的な実施に向けた調査を実施。
　農業水利施設の安定的な用排水機能等を確保するための改修・整備に当たって、これまでの全面的な改築・更新に代え、機能の監視・
診断等によるリスク管理を行いつつ、劣化の状況に応じた補修・更新等を計画的に行うことにより、施設の長寿命化とライフサイクルコスト
の低減を図る戦略的な保全管理に寄与する。

4,754

　本政策手段は、農地の受益面積がおおむね200ha以上（畑地の場合は50ha以上）の地域を対象として、特に基幹的農業用用排水施設
の新設、管理、廃止又は変更を実施し、農業用水の安定的確保及び農地排水の改良を図るもの。具体的には、用水対策として頭首工、
用水機場、用水路等を、排水対策として排水機場、排水樋門、排水路等を整備。また、事業のより効果的･効率的な実施に向けた調査を
実施。
　農業水利施設の安定的な用排水機能等を確保するための改修・整備に当たって、これまでの全面的な改築・更新に代え、機能の監視・
診断等によるリスク管理を行いつつ、劣化の状況に応じた補修・更新等を計画的に行うことにより、施設の長寿命化とライフサイクルコスト
の低減を図る戦略的な保全管理に寄与する。

32,186

　農地の大区画化や排水対策、農業水利施設の整備等の一体的な推進や、畦畔除去等の簡易な農地整備、老朽化した農業水利施設
の補修・更新など、地域の実情に応じたきめ細やかな整備の推進を支援。
【（1）－①との関連】
　農地の大区画化や排水対策、農業水利施設の整備・保全を実施することにより、耕地利用率や高収益作物の作付率の向上に寄与す
る。
【（2）－①との関連】
　農業水利施設の安定的な用排水機能等を確保するための改修・整備に当たって、施設の機能診断を計画的に実施することにより、急
速に劣化が進行する全ての基幹的農業水利施設に対する機能診断が図られることに寄与する。

15,780

　農地の大区画化や排水対策、農業水利施設の整備等の一体的な推進や、畦畔除去等の簡易な農地整備、老朽化した農業水利施設
の補修・更新など、地域の実情に応じたきめ細やかな整備の推進を支援。
【（1）－①との関連】
　農地の大区画化や排水対策、農業水利施設の整備・保全を実施することにより、耕地利用率や高収益作物の作付率の向上に寄与す
る。
【（2）－①との関連】
　農業水利施設の安定的な用排水機能等を確保するための改修・整備に当たって、施設の機能診断を計画的に実施することにより、急
速に劣化が進行する全ての基幹的農業水利施設に対する機能診断が図られることに寄与する。
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(8)

【参考：国土交通省より】
北海道開発事業のうち農地の整備
（直轄）
（昭和24年度）
（主、関連:30-7）

23,381
(23,288)

29,617
(28,465)

29,109
(28,932)

(1)-①-ア
(1)-①-イ

国－0414

(9)

【参考：内閣府より】
農業生産基盤整備事業に必要な経
費のうち農地の防災保全（直轄）
（昭和63年度）
（主）

1
(1)

1
(1)

1
(0)

(3)-②-ア 内－0071

(10)

【参考：国土交通省より】
北海道開発事業のうち農地の防災
保全（直轄）
（昭和63年度）
（主）

5,265
(5,104)

7,447
(7,079)

5,419
(5,352)

(3)-②-ア 国－0414

(11)

【参考：内閣府より】
農業生産基盤整備事業に必要な経
費のうち農地の防災保全（補助）
（昭和24年度）
（主）

121
(73)

64
(62)

60
(60)

(3)-②-ア 内－0071

(12)

【参考：国土交通省より】
離島振興事業のうち農地の防災保
全（補助）
（昭和24年度）
（主）

464
(464)

596
(596)

547
(546)

(3)-②-ア 国－0410

(13)

【参考：国土交通省より】
奄美群島振興開発事業のうち農地
の防災保全（補助）
（昭和24年度）
（主）

95
(95)

52
(52)

151
(151)

(3)-②-ア 国－0411

(14)

【参考：国土交通省より】
北海道開発事業のうち農地の防災
保全（補助）
（昭和24年度）
（主）

594
(592)

720
(718)

827
(826)

(3)-②-ア 国－0414

(15)

【参考：国土交通省より】
離島振興事業のうち農山漁村地域
整備交付金
（平成22年度）
（関連：30-7,12,14,15,17,22）

6,598
の内数
（6,561

の内数）

5,290
の内数
(5,270

の内数)

4,963
の内数
(4,933

の内数)

(1)-①-ア
(1)-①-イ
(2)-①-ア
(3)-②-ア
(3)-②-イ
(3)-②-ウ
(3)-②-エ

国－0410

(16)

【参考：国土交通省より】
奄美群島振興開発事業のうち農山
漁村地域整備交付金
（平成22年度）
（関連：30-7,12,14,15,17,22）

1,836
の内数
（1,836

の内数）

1,784
の内数
(1,784

の内数)

1,625
の内数
(1,625

の内数)

(1)-①-ア
(1)-①-イ
(2)-①-ア
(3)-②-ア
(3)-②-イ
(3)-②-ウ
(3)-②-エ

国－0411

579

3,274

　本政策手段は、①受益農地面積がおおむね3,000ha以上の地域において、農用地の湛水被害等を防止するための基幹的農業用用排
水施設の整備・改修、②大規模な対策や高度な技術力が必要な場合等における地すべり防止施設の整備等を国が実施するもの。③末
端支配面積が概ね100ha以上の土地改良施設（国営造成）の突発事故被害の復旧工事を実施するもの
　①、②又は③により、農地及び周辺地域の湛水被害等の防止に寄与する。

　広範な農地の大区画化や排水対策、農業水利施設の整備等の農業生産基盤の整備を実施。
　農地の排水対策や大区画化等を行うことにより、水田の汎用化が図られることから、耕地利用率や高収益作物の作付率の向上に寄与
する。

1

　本政策手段は、①受益農地面積がおおむね3,000ha以上の地域において、農用地の湛水被害等を防止するための基幹的農業用用排
水施設の整備・改修、②大規模な対策や高度な技術力が必要な場合等における地すべり防止施設の整備等を国が実施するもの。③末
端支配面積が概ね100ha以上の土地改良施設（国営造成）の突発事故被害の復旧工事を実施するもの
　①、②又は③により、農地及び周辺地域の湛水被害等の防止に寄与する。

786

4,597
の内数

　自治体が農山漁村地域のニーズにあった計画を自ら策定し、農山漁村地域の防災力の向上、農林水産業の基盤整備の推進を交付金
により支援。
【（1）－①との関連】
　本交付金の事業内容の一つである農地の排水対策により、水田汎用化等の農業生産基盤整備を通じた耕地利用率や高収益作物の作
付率の向上に寄与する。
【（2）－①との関連】
　本交付金の事業内容の一つである農業水利施設の整備により、機能の監視・診断等によるリスク管理を行いつつ、劣化の状況に応じた
補修・更新等を計画的に行い、施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減を図る戦略的な保全管理に寄与する。
【（3）－②との関連】
　本交付金の事業内容の一つである農業用用排水施設、海岸保全施設等の整備・改修を実施することにより、農地及び周辺地域の湛水
被害等の防止に寄与する。

　自治体が農山漁村地域のニーズにあった計画を自ら策定し、農山漁村地域の防災力の向上、農林水産業の基盤整備の推進を交付金
により支援。
【（1）－①との関連】
　本交付金の事業内容の一つである農地の排水対策により、水田汎用化等の農業生産基盤整備を通じた耕地利用率や高収益作物の作
付率の向上に寄与する。
【（2）－①との関連】
　本交付金の事業内容の一つである農業水利施設の整備により、機能の監視・診断等によるリスク管理を行いつつ、劣化の状況に応じた
補修・更新等を計画的に行い、施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減を図る戦略的な保全管理に寄与する。
【（3）－②との関連】
　本交付金の事業内容の一つである農業用用排水施設、海岸保全施設等の整備・改修を実施することにより、農地及び周辺地域の湛水
被害等の防止に寄与する。

1,430
の内数

　本政策手段は、主に①農用地の湛水被害等を防止するための農業用用排水施設等の整備・改修、②地すべり防止施設の整備、③決
壊すると多大な影響を与えるため池の改修等を実施するもの。
　①～③の整備等を実施することにより、農地及び周辺地域の湛水被害等の防止に寄与する。

15,018

116
　本政策手段は、主に①農用地の湛水被害等を防止するための農業用用排水施設等の整備・改修、②地すべり防止施設の整備、③決
壊すると多大な影響を与えるため池の改修等を実施するもの。
　①～③の整備等を実施することにより、農地及び周辺地域の湛水被害等の防止に寄与する。

　本政策手段は、主に①農用地の湛水被害等を防止するための農業用用排水施設等の整備・改修、②地すべり防止施設の整備、③決
壊すると多大な影響を与えるため池の改修等を実施するもの。
　①～③の整備等を実施することにより、農地及び周辺地域の湛水被害等の防止に寄与する。

90
　本政策手段は、主に①農用地の湛水被害等を防止するための農業用用排水施設等の整備・改修、②地すべり防止施設の整備、③決
壊すると多大な影響を与えるため池の改修等を実施するもの。
　①～③の整備等を実施することにより、農地及び周辺地域の湛水被害等の防止に寄与する。
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(17)

【参考：国土交通省より】
北海道開発事業のうち農山漁村地
域整備交付金
（平成22年度）
（関連：30-7,12,14,15,17,22）

13,350
の内数

（13,328
の内数）

11,826
の内数
(11,820
の内数)

11,588
の内数
(11.581
の内数)

(1)-①-ア
(1)-①-イ
(2)-①-ア
(3)-②-ア
(3)-②-イ
(3)-②-ウ
(3)-②-エ

国－0414

(18)

【参考：復興庁より】
農山漁村地域整備交付金
（平成24年度）
（関連：30-22）

9,928
の内数
（3,754

の内数）

11,218
の内数
(7,005

の内数)

13,036
の内数
(9,577

の内数)

(3)-②-イ
(3)-②-ウ
(3)-②-エ

復－0118

(19)

【参考：内閣府より】
農業生産基盤整備事業に必要な経
費のうち農業用用排水施設の維持・
保全
（昭和37年度）
（主）

1,092
（1,092）

1,060
(1,060)

930
(930)

(2)-①-ア 内－0071

(20)

【参考：国土交通省より】
離島振興事業のうち農業用用排水
施設の維持・保全
（昭和37年度）
（主）

8
（8）

9
(9)

9
(9)

(2)-①-ア 国－0410

(21)

【参考：国土交通省より】
奄美群島振興開発事業のうち農業
用用排水施設の維持・保全
（昭和37年度）
（主）

32
（32）

10
(10)

10
(10)

(2)-①-ア 国－0411

(22)

【参考：国土交通省より】
北海道開発事業のうち農業用用排
水施設の維持・保全
（昭和37年度）
（主）

810
（810）

835
(835)

866
(866)

(2)-①-ア 国－0414

(23)

【参考：復興庁より】
農地・農業用施設等の復興関連事
業(特会)
(平成24年度)

72,280
(60,564)

55,894
(48,671)

40,776
（37,858）

(3)-①-ア 復－0088

(24)

【参考：国土交通省より】
水資源開発事業のうち農業生産基
盤整備事業費補助
（平成15年度）
（主）

7,432
（7,419）

5,861
(5,861)

6,608
(6,608)

(2)-①-ア 国－0050

（注２）当該政策分野に対応する予算の項に位置付けられている予算事業については、「政策手段」の欄に、「主」と記載している。
　　　　また、予算事業が複数の政策分野に関係する場合には、「政策手段」の欄に、関係する政策分野の番号を記載している。

（注３）複数政策に関連する予算については、＜＞外書きで記載している。

　国土交通大臣が水資源開発水系に指定し、水資源開発基本計画を決定した水系において、水資源機構が行う用水路その他の水資源
の開発又は利用のための施設の改築等及び施設の操作、維持、修繕その他の管理に対する支援を実施する。
　このことにより、用水路等施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減を図る戦略的な保全管理に寄与する。

（注１）「予算額計」欄及び「30年度当初予算額」欄について、税制の場合は、減収見込額（減収額）を記載している。

10,584
の内数

7,167

　国営土地改良事業で造成した農業用用排水施設についての維持補修・運用等の保全管理等に対する支援を実施。
　ダム、頭首工、用排水機場、用排水路等の農業用用排水施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減を図る戦略的な保全管理に寄与
する。

　国営土地改良事業で造成した農業用用排水施設についての維持補修・運用等の保全管理等に対する支援を実施。
　ダム、頭首工、用排水機場、用排水路等の農業用用排水施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減を図る戦略的な保全管理に寄与
する。

　東日本大震災の被災地を災害に強い新たな食料供給基地として再生・復興させるため、農地や農業用施設等を復旧、整備するほか、
余震等により損壊のおそれのある農業水利施設の耐震対策等を実施する。
　農地の復旧、整備を行うことにより、震災の被災地域における営農再開が可能となる農地面積の増加に直接寄与する。

996

10

9,860
の内数

33,274

　国営土地改良事業で造成した農業用用排水施設についての維持補修・運用等の保全管理等に対する支援を実施。
　ダム、頭首工、用排水機場、用排水路等の農業用用排水施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減を図る戦略的な保全管理に寄与
する。

873

　国営土地改良事業で造成した農業用用排水施設についての維持補修・運用等の保全管理等に対する支援を実施。
　ダム、頭首工、用排水機場、用排水路等の農業用用排水施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減を図る戦略的な保全管理に寄与
する。

22

　自治体が農山漁村地域ニーズにあった計画を自ら策定し、農山漁村地域の防災力の向上、農林水産業の基盤整備の推進を交付金に
より支援。
【（3）－②との関連】
　本交付金の事業内容の一つである海岸保全施設等の整備・改修を実施することにより、津波・高潮被害等の災害発生の防止に寄与す
る。

　自治体が農山漁村地域のニーズにあった計画を自ら策定し、農山漁村地域の防災力の向上、農林水産業の基盤整備の推進を交付金
により支援。
【（1）－①との関連】
　本交付金の事業内容の一つである農地の排水対策により、水田汎用化等の農業生産基盤整備を通じた耕地利用率や高収益作物の作
付率の向上に寄与する。
【（2）－①との関連】
　本交付金の事業内容の一つである農業水利施設の整備により、機能の監視・診断等によるリスク管理を行いつつ、劣化の状況に応じた
補修・更新等を計画的に行い、施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減を図る戦略的な保全管理に寄与する。
【（3）－②との関連】
　本交付金の事業内容の一つである農業用用排水施設、海岸保全施設等の整備・改修を実施することにより、農地及び周辺地域の湛水
被害等の防止に寄与する。
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　 土地改良法の規定により、土地改良事業の計画的な実施に資するため、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いた上で計画案を作成し閣議決定。計画期間は、５年を一期として、土地
改良事業の実施の目標及び事業量を決定。

注３ 社会資本整備重点計画

２．用語解説

　 社会資本整備重点計画法の規定により、社会資本整備事業を重点的かつ効率的に推進するため、閣議決定により策定。概ね５年を一期として、計画期間における社会資本整備事業の実
施に関する重点目標等を決定。

達成度合＝当該年度実績値／当該年度目標値×100
A’ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

指標（エ）

把握の方法 社会資本整備重点計画における指標フォローアップ調査により把握（農林水産省・国土交通省の海岸担当部局による共同調査）

達成度合の判定方法

注６ 機能診断

目標① 指標（ア）

注２ 国土強靱化基本計画

達成度合の判定方法

達成度合の判定方法

把握の方法

農業・農村の復興マスタープラン 　「東日本大震災からの復興の基本方針」（平成23年7月29日東日本大震災復興対策本部決定）に示された農業・農村の方向性を進化させ具体化するためのもの。

指標（イ）施策（3）

目標②

達成度合＝当該年度実績値／当該年度目標値×100
A’ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

社会資本整備重点計画における指標フォローアップ調査により把握（農林水産省・国土交通省の海岸担当部局による共同調査）

達成度合＝当該年度実績値／当該年度目標値×100
A’ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

達成度合＝当該年度実績値／当該年度目標値×100
A’ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

注１ 土地改良長期計画

達成度合の判定方法

把握の方法

把握の方法

　施設の機能の状態、劣化の過程及びその原因を把握し評価すること。

注５ 　施設の建設に要する経費に供用期間中の運転、補修等の管理に要する経費及び廃棄に要する経費を合計した金額。ライフサイクルコスト

注４

指標（ウ）

達成度合の判定方法
達成度合＝（当該年度実績値／当該年度目標値）×100
A’ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

指標（ア）（イ）

把握の方法

除塩事業等を実施している県を通じて、営農再開可能面積を調査により把握。

達成度合の判定方法

指標（ア）

社会資本整備重点計画における指標フォローアップ調査により把握（農林水産省・国土交通省の海岸担当部局による共同調査）

目標①

施策（２）

施策（１）

達成度合の判定方法

農林水産省農村振興局調査により把握。

把握の方法

達成度合＝当該年度実績値／当該年度目標値×100
A’ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

防災事業を行うことによって、一定水準の安全性が確保された農地及び周辺地域の面積を集計し把握。

　国土強靱化基本法の規定により、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、閣議決定により策定。計画期間は、概ね５年を一期として策定。

達成度合＝（当該年度実績値／当該年度目標値）×100
A’ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

参考資料

１．各指標における実績値の把握方法及び達成度合の判定方法

指標（ア）

把握の方法 農林水産省農村振興局調査により把握。

目標①
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